
富田林市上下水道事業要綱第２号 

 

富田林市水道事業及び下水道事業の契約及び検査等に関する要綱 

 

富田林市水道事業及び下水道事業に係る契約及び検査等に関し必要な事項に

ついては、別に定めるもののほか、市長事務部局の例による。 

 

   附 則 

 この要綱は公布の日から施行する。 


